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厚木市住みよいまちづくり条例に基づく（仮称）北部地区公園の都市計画素案に関す

る意見と市の考え方について 

 

１ 意見募集期間 

  令和７年４月 17日（水）から令和７年４月 30日（水）まで 

  令和７年５月 13日（火）から令和７年５月 26日（月）まで 

 

２ 意見提出者数、意見枚数、意見数 

  意見書の提出者 11人 意見数 43件 

  このうち、意見書の提出者 １人 意見数１件につきましては、意見書の提出要

件を満たしていないため回答できませんでした。 

 

３ 意見書の回答について 

  今回の意見募集は、依知地区に新規整備予定である防災機能を備えた（仮称）

北部地区公園という地区公園を設置する都市計画素案に対する意見をいただく

ものでしたが、都市計画素案のほかに、土地区画整理事業に対する意見などもあ

りました。 

  意見書については、11人の方からいただいておりますが、意見書に複数の意見

が記載されているため、意見数としては 43件いただいております。そのうち、都

市計画素案に対する意見は 26件ありましたので回答させていただきます。 

また、その他の意見は 17件ありましたので、参考として皆様からいただきまし

た全ての意見（提出要件を満たしていない意見を除く）に対する市の考え方につ

いても回答させていただきます（資料１を参照）。 

 

４ 「意見の内容」については、原文のまま掲載しておりますが、固有名詞など本人

や企業等が特定される場合や回答の都合上、付番（①など）させていただく場合は、

一部加筆修正している箇所があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答書 



2 

 

５ 都市計画素案に対する意見と市の考え方 

 

※こちらに記載が無い意見（Ａ氏、Ｂ氏及びＣ氏②）は、その他の意見として資料１

に市の考え方を回答しています。 

意見者 意見の内容 市の考え方 

Ｃ氏 ①昨年来、これと同様の説明会に３ 

度も出席し、計画中の防災機能を備

えた公園面積の構想では、大災害が

起こった際に狭過ぎるのではない

かという意見を強く訴えてきまし

た。 

にもかかわらず「ここは支援物資

の持ち込みと仕分けの場所です」と

の一点張りで、訴えてきた意見が検

討・反映されることは一切なく現在

に至っています。 

 

③今の段階で高い視野での見直し

を検討しておけば悔やむことも、時

の行政による計画を批判されるこ

ともなく、まだ間に合う最後のタイ

ミングにきていると思います。 

時間をかけて決めてきた計画を

見直すことは、面倒で非常に厄介な

こととは思いますが所詮、机上の再

検討と、より突っ込んだ議論だけで

済むはずです。 

本事業に関係する時の市長さん

や選挙で選ばれた地元市会議員の

皆様方、および厚木市の職員の方々

にとっても今のところ、一過性の協

議・決定事項であり、所属が変われ

ば何の責任が生ずることもないし、

後ろ指をさされることもないでし

ょう。 

むしろ速やかに事業を進めるこ

とが彼らの命題であり、それが手柄

として評価されるようでは当該住

①滞在を想定する避難所は依知北及

び依知南地区には、上依知小学校、北

小学校、藤塚中学校、依知小学校、依

知南小学校、依知中学校及びあつぎ

郷土博物館を指定しており、想定避

難人数が避難できる規模は確保され

ていることから、公園は物資供給・集

積拠点として整備する計画となって

おります。 

 

 

 

③公園については、都市公園法施行

令において、市町村区域内に対して

一人あたり 10 平方メートル以上が

整備水準となっておりますが、令和

７年５月１日現在、厚木市全体では

一人あたり 9.42平方メートル、依知

地区においては、一人あたり 1.24平

方メートルと低い水準となってお

り、市民の憩い、安らぎの場及びレク

リエーションの拠点として、依知地

区に公園を整備する必要があり、ま

た厚木市地域防災計画等において、

市域北部には防災機能を備えた公園

整備が必要と位置付けられていま

す。 

計画地は、高台で洪水や液状化の

危険性がなく、第一次緊急輸送道路

である国道 129 号にも面しているこ

とから公園計画を進めてまいりまし

た。 

 規模については、災害時及び平常
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民にとってはたまったものではあ

りません。 

 

 

 

 

 

④地権者の意見を聞き入れること

もなく、関係者だけで一方的に決め

た計画で突っ走ることだけはお止

めください。 

当地区住民には、末代まで影響す

る深刻な課題であることを念頭に

おき、慎重に慎重を期して今後の舵

取りを続けていただくことが公務

員としての役目です。 

また当該地区地権者だけを対象

とした事前説明会だけではなく、事

業決定をする前に、地域住民全体を

対象とした意見交換会を開催すべ

きではないでしょうか。 

市の広報による事後報告で済ま

せるような内容ではないことをご

理解ください。 

 孤立する可能性がある相模川と

中津川に挟まれた厚木市のこの北

部地区、もう少し予算を投入して将

来に備える必要があると考えるこ

とは間違いでしょうか。 

市財政の収入源ばかり優先的に

考えたり、立派な市庁舎を建てたり

することも大事なことですが、次世

代への備えをしておくことも行政

の方達と、この地に住む我々年輩世

代住民の役目です。 

この意見や、その他の方から提出

された意見書をあらためて議会で

取り上げ、是非皆さんと深い協議し

時に必要な施設や動線等も検討した

上で充足した面積となっておりま

す。 

今後におきましても、皆様のご理

解を得られるよう、丁寧な説明を心

掛けてまいります。 

 

④公園整備については依知南及び依

知北自治連協議会より早期の公園整

備の要望をいただいております。 

また（仮称）北部地区公園整備検討

会では依知北、依知南の自治会連絡

協議会会長、中平及び長坂自治会長、

依知北及び依知南地区館長、防災指

導員、青少年健全育成会、民生委員及

び防災士の合計 10名で組織し、地元

の意見を取り入れるため、市民アン

ケートの結果やオブザーバーとして

参加いただいた大学の先生にも意見

をいただき、公園施設を検討してま

いりました。 

今後につきましても、皆様の意見

を伺いながら設計を進めてまいりま

す。 



4 

 

て頂ければと強く願うばかりです。 

尚、本意見書が必ずあて先の山口

市長さんの目に届くようご配慮い

ただけると幸甚に存じます。 

以上、ご検討の程よろしくお願い

します。 
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意見者 意見の内容 市の考え方 

Ｄ氏 ①令和６年８月に行われた山際北

部地区公園の住民説明会において、

以前この公園の計画に携わってい

たという元自治会長の方から「今の

計画は、当時の計画と異なってい

て、広さが半分以下になり、当時は

地下もあった」との発言がありまし

た。また自治会長の方々からも、狭

いという意見、さらに公園の位置や

形、道路の接続等について、もっと

検討するべきとの意見がありまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②しかし厚木市は決定していると

①平成 16 年３月に策定した厚木市

緑の基本計画では中津川右岸沿いに

約 10ヘクタールの（仮称）北部地区

総合公園を位置付けましたが、平成

22年度作成した厚木市洪水ハザード

マップにおいて浸水想定区域となっ

たことから、公園の位置や規模を見

直し、平成 29 年 10 月に改定した厚

木市緑の基本計画では現在の位置及

び規模の（仮称）北部地区公園として

位置付けられています。 

公園については、都市公園法施行

令において、市町村区域内に対して

一人あたり 10 平方メートル以上が

整備水準となっておりますが、令和

７年５月１日現在、厚木市全体では

一人あたり 9.42平方メートル、依知

地区においては、一人あたり 1.24平

方メートルと低い水準となってお

り、市民の憩い、安らぎの場及びレク

リエーションの拠点として、依知地

区に公園を整備する必要があり、ま

た厚木市地域防災計画等において、

市域北部には防災機能を備えた公園

整備が必要と位置付けられていま

す。 

計画地は、高台で洪水や液状化の

危険性がなく、第一次緊急輸送道路

である国道 129 号にも面しているこ

とから公園計画を進めてまいりまし

た。 

 規模については、災害時及び平常

時に必要な施設や動線等も検討した

上で充足した面積となっておりま

す。 

 

②公園整備については依知南及び依



6 

 

主張し、住民の意見を聞こうとして

いません。この厚木市の対応ついて

は疑問を感じます。厚木市は計画に

ついて、地元の有識者を入れた検討

会でも話をしているとの説明をし

ていますが、その検討会は依知地区

の自治連協議会の会長２名の他、自

治会長数名、公民館長、防災指導員、

青少年健全育成会、防災士など計10

名で構成されたというものの地権

者や特に地域住民には、内容が全く

伝わっていない状況で、理解や合意

形成もなされていない状況と思わ

れます。この防災公園の整備は市税

を投入し、実施される事業です。で

あるならば地域住民の意見や要望

をきちんと聞き、合意形成をした上

で決定するべきであると考えます。 

 

③説明会では災害が起こった場合

の避難場所は学校等であり、既に十

分足りているため、この公園は緊急

支援物資の仕分けをする場だと説

明されていますが、地権者、地域住

民の理解や賛同が得られていない

計画を見直して頂きたく要望しま

す。 

知北自治連協議会より早期の公園整

備の要望をいただいております。 

また（仮称）北部地区公園整備検討

会では依知北、依知南の自治会連絡

協議会会長、中平及び長坂自治会長、

依知北及び依知南地区館長、防災指

導員、青少年健全育成会、民生委員及

び防災士の合計 10名で組織し、地元

の意見を取り入れるため、市民アン

ケートの結果やオブザーバーとして

参加いただいた大学の先生にも意見

をいただき、公園施設を検討してま

いりました。 

今後につきましても、皆様の意見

を伺いながら設計を進めてまいりま

す。 

 

 

 

③滞在を想定する避難所は依知北及

び依知南地区には、上依知小学校、北

小学校、藤塚中学校、依知小学校、依

知南小学校、依知中学校及びあつぎ

郷土博物館を指定しており、想定避

難人数が避難できる規模は確保され

ていることから、公園は物資供給・集

積拠点として整備する計画となって

おります。 
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※こちらに記載が無い意見（Ｅ氏②及び④）は、その他の意見として資料１に市の考

え方を回答しています。 

意見者 意見の内容 市の考え方 

Ｅ氏 公園規模での具体的な内容が明確

でない。 例えば、 

①被災時の収容可能な人数、地域範

囲（愛川町）上依知から金田まで住

人を含み、一般の通交避難者などの

数と車台数、備蓄品容量等の想定可

能数を具体的に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③４.２haは標準規模だという理由

説明を 

 

 

 

 

 

①滞在を想定する避難所は依知北及

び依知南地区には、上依知小学校、北

小学校、藤塚中学校、依知小学校、依

知南小学校、依知中学校及びあつぎ

郷土博物館を指定しており、想定避

難人数が避難できる規模は確保され

ていることから、公園は物資供給・集

積拠点として整備する計画となって

おります。 

 備蓄品の容量については、現在の

備蓄量であっても不足はありません

が、物資供給・集積拠点を整備するこ

とで、市内全域に円滑に物資の供給

が可能となります。 

 

③規模については、災害時及び平常

時に必要な施設や動線等も検討した

上で充足した面積となっておりま

す。 
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※こちらに記載が無い意見（Ｆ氏③～⑤）は、その他の意見として資料１に市の考え

方を回答しています。 

意見者 意見の内容 市の考え方 

Ｆ氏 依知地区に都市計画公園が必要

な理由として、災害の際に防災機能

を備えた公園整備が必要であると

されています。市内のぼうさいの丘

公園と荻野運動公園を挙げ説明さ

れました。この２つの公園と(仮称)

北部地区公園の計画を比較すると

下記の違いが大きいのではないか

と考えます。 

 

①公園の面積について、4ｈａほど

の地区公園であること。 

防災公園として知らされ、始まっ

た計画が、土地区画整理事業を加え

ることにより、半分以下の地区公園

となることは、残念でなりません。 

10ｈａ前後の広さの前記２公園と

は、差があるのでは、ないでしょう

か。 

昨年８月の説明会でも公園面積が

狭いとの声がありました。依知北と

依知南の方から公園要望書が提出

されていると考えると狭さに疑問

を感じます。 

 

②災害時に物資置き場、駐車場、ヘ

リポート等が必要なら、避難場所

は、ごく限られてしまうと考えま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①平成 16 年３月に策定した厚木市

緑の基本計画では中津川右岸沿いに

約 10ヘクタールの（仮称）北部地区

総合公園を位置付けましたが、平成

22年度作成した厚木市洪水ハザード

マップにおいて浸水想定区域となっ

たことから、公園の位置や規模を見

直し、平成 29 年 10 月に改定した厚

木市緑の基本計画では現在の位置及

び規模の（仮称）北部地区公園として

位置付けられています。 

  

 

 

 

②滞在を想定する避難所は依知北及

び依知南地区には、上依知小学校、北

小学校、藤塚中学校、依知小学校、依

知南小学校、依知中学校及びあつぎ

郷土博物館を指定しており、想定避

難人数が避難できる規模は確保され

ていることから、公園は物資供給・集

積拠点として整備する計画となって

おります。 
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※こちらに記載が無い意見（Ｇ氏①）は、その他の意見として資料１に市の考え方を

回答しています。 

意見者 意見の内容 市の考え方 

Ｇ氏 ②また、令和６年８月に行われた山

際北部地区公園の住民説明会にお

いて、以前この公園の計画立案に携

わっていたという元自治会長の方

から「平成 25 年に依知地区に公園

を作ることになり、1年ちょっと協

議して図面が出来た。その時に厚木

市の説明が、大型ヘリコプターは、

防災公園に止められないと言われ、

北小学校と依知小学校がある為に

(北部公園は)小型ヘリコプターに

なった。前には地下室もあり、地下

へ避難するんだと。面積も今その時

の半分以下になったのかな。その当

時の図面を無にしないで、依知地区

全体が災害時に行くので、その時で

きるだけ広く取れれば取るように

するよと返事が返ってきたような

ことを覚えています。」との発言が

あり、公園の広さも、計画内容も大

きく変貌しているとの指摘があり

ました。また、自治会長の方々から

も、狭いという意見や、公園の位置

や形、道路の接続等についてもっと

見直していただきたいという意見

があったと思います。 

 

 

③第１回説明会と言いながらも、厚

木市はこれで決定だと発言し、出席

した住民は、まだ１回目の説明会で

あり、工事も始まっていないのに、

住民の意見を全く聞こうとしない

厚木市の説明会に驚きを隠せませ

んでした。同じく令和６年８月に開

②公園については、都市公園法施行

令において、市町村区域内に対して

一人あたり 10 平方メートル以上が

整備水準となっておりますが、令和

７年５月１日現在、厚木市全体では

一人あたり 9.42平方メートル、依知

地区においては、一人あたり 1.24平

方メートルと低い水準となってお

り、市民の憩い、安らぎの場及びレク

リエーションの拠点として、依知地

区に公園を整備する必要があり、ま

た厚木市地域防災計画等において、

市域北部には防災機能を備えた公園

整備が必要と位置付けられていま

す。 

計画地は、高台で洪水や液状化の

危険性がなく、第一次緊急輸送道路

である国道 129 号にも面しているこ

とから公園計画を進めてまいりまし

た。 

 規模については、災害時及び平常

時に必要な施設や動線等も検討した

上で充足した面積となっておりま

す。 

今後におきましては、皆様のご理

解を得られるよう、丁寧な説明を心

掛けてまいります。 

 

③公園整備については依知南及び依

知北自治連協議会より早期の公園整

備の要望をいただいております。 

また（仮称）北部地区公園整備検討

会では依知北、依知南の自治会連絡

協議会会長、中平及び長坂自治会長、

依知北及び依知南地区館長、防災指
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催された地権者を対象とした説明

会でも、もっと計画を検討した方が

良いという意見が出ていましたが、

厚木市は耳を傾けることはありま

せんでした。 

このような状況下で、令和７年４

月 16 日に「(仮称)北部地区公園の

都市計画素案に関する説明会」が行

なわれましたが、地権者の方々がま

だまだ理解をされていない状況で

あり、厚木市も交渉の優先順位も決

まっていないとの回答をされてお

り、計画についても十分に周知がな

されている状況ではないことが伺

えました。 

厚木市は、面積等は、地元の有識

者を入れた検討会でも話をさせて

いただいたと説明していましたが、

その検討会は、依知北、依知南の自

治連協議会の会長２名が参加し、他

には自治会長数名と地区館長、防災

指導員、青少年健全育成会の方々、

防災士など、合計 10 名で組織した

メンバーで構成されているという

ものの、他の多くの自治会長、地権

者、住民には、内容が(最初の計画

から変更されたということも含め

て)全く伝わっていない状況で、理

解も、合意形成もされていない状況

にあると思います。 

このような状況で、都市計画決定

をしてしまうというのは、次期尚早

と言わざるを得ません。 

 

④「（仮称)北部地区公園の都市計画

素案に関する説明会」の資料２頁に

「厚木市では、都市計画の決定や変

更の素案を作成する際は、住民説明

導員、青少年健全育成会、民生委員及

び防災士の合計 10 名で組織してお

り、地元の意見を取り入れるため、市

民アンケートの結果やオブザーバー

として参加いただいた大学の先生に

も意見をいただき、公園施設を検討

してまいりました。 

 今後につきましても、皆様の意見

を伺いながら設計を進めてまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④厚木市住みよいまちづくり条例第

17条第２項第３号では、「当該まちづ

くり推進計画の内容が土地利用の制

限に関するものである場合には、当
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会を開催し、皆様から御意見をいた

だいております。」と記載がありま

すが、過去の説明会や意向調査でい

くら意見を述べても、厚木市が全く

受け付けない状況だったので、この

「御意見をいただいております」と

いう記載は、形式的に意見を聞いた

に過ぎず、実態は、厚木市住みよい

まちづくり条例の「第 17 条２(３)

当該土地利用の制限を受ける者の

意見が十分に反映されているこ

と。」という条文からはかけ離れた

状況にあると言わざるを得ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤加えて、「(仮称)北部地区公園の

都市計画素案に関する説明会」の資

料 31 頁に、都市計画による建築制

限とありますが、都市計画決定、第

53 条による効力という言葉の記載

が有り、続けて、事業認可、第 65条

による効力という言葉の記載があ

ります。この部分で、なぜ第 53 条

の説明が記載されていないのでし

ょうか。資料に記載が無く、説明会

で説明も無かった為、厚木市のホー

ムページを見たところ「階数が３階

以下」と記載されていました。とこ

該土地利用の制限を受ける者の意見

が十分に反映されていること。」が規

定されており、まちづくり市民組織

が基本計画に提案する際の条文にな

っています。 

この度、開催しました「（仮称)北部

地区公園の都市計画素案に関する説

明会」は、厚木市住みよいまちづくり

条例第 19 条の規定に基づき開催し

ております。 

第 19 条では、「市長は、本市が定

める都市計画（神奈川県が決定しよ

うとする都市計画と関連して、一連

の手続で行われる都市計画及び地区

計画等に関する都市計画を除く。）の

案の内容となるべき事項（以下「原

案」という。）を作成するときは、住

民等の意見を反映させるため住民説

明会を開催しなければならない。た

だし、都市計画の名称の変更その他

軽易な変更と認められるものについ

ては、この限りでない。」と規定して

おり、皆様からのご意見をできる限

り反映した計画にしてまいります。 

 

⑤都市計画法第 53 条の説明につい

ては説明がございませんでした。お

詫びし、詳述いたします。 

(仮称)北部地区公園の計画地につ

いては、市街化調整区域であるため、

原則として建物の建築が制限される

区域であり、開発許可の基準に適合

した建物しか建築することができま

せん。 

この制限において、都市計画法第

53条は、都市計画施設（公園など）

の区域内における建築物の建築に一

定の制限を設け、将来の事業の円滑



12 

 

ろが国土交通省のホームページを

見ると「２階以下」と記載されてい

ます。都市計画決定後、区域内での

建築物の建築を行おうとする者は、

知事又は市長の許可が必要で、第65

条になると第 53 条よりも厳しい規

制との記載が有り、移転•除去が容

易なものの建築行為であっても許

可されない場合がありうるとも書

かれていました。 

さらに「公拡法」(公有地拡大推

進法)というものがあり、これも調

べると、「行政側が土地を優先的に

取得することができる法律がある

ため事前届け出が必要」となってい

ました。「都市計画道路や都市計画

公園などの区域内に敷地の一部が

かかっている場合は、計画決定の段

階でも「公拡法」の届出対象になり

ます。届出後は行政からの通知があ

るまで譲渡制限が発生するので注

意が必要で、届出をせずに土地を有

償で譲り渡した場合、50 万円以下

の過料に処せられる場合がある。」

と知り、大変驚きました。 

このようなことが「(仮称)北部地

区公園の都市計画素案に関する説

明会」の資料に記載されることもな

く、都市計画素案に関する説明会は

勿論のこと、過去の説明会でも、一

度たりとも説明を受けることなく

ここまで話が進んで来てしまった

ことに大変驚いています。 

よって、このような厳しい法規制

を受ける土地利用について、地権

者、地域住民の理解と承諾が全く得

られていない状況である以上、今回

の都市計画決定手続きは断念して

な施行を確保することを目的として

おり、その区域内で建築物の建築を

する場合は市長の許可を受けなけれ

ばならないとされています。 

 本市では、「厚木市都市計画法第 53

条許可取扱基準」を設置しており、階

数が３階以下で、かつ、地階を有しな

いこと（地階における附属建築物の

自動車車庫のための施設で、取扱基

準で定める要件に該当するものにつ

いては、この限りではない。）や、主

要構造部（建築基準法第２条第５号

に定める主要構造部をいう。）が、木

造、鉄骨造、コンクリートブロック

造、その他これらに類する構造であ

ることとし、かつ、容易に移転し、又

は除却することができるものである

ことを許可基準としております。 

(仮称)北部地区公園の事業につい

ては、都市計画決定がされた後、事業

認可を申請し、認可後に用地を取得

していくことになりますが、都市計

画決定から事業認可までの期間が短

いと予測されることや、第 65条の規

制は、第 53条よりも厳しい規制とな

ることから、第 65条を中心に説明し

ました。 

 また、公拡法（公有地の拡大の推進

に関する法律）につきましては、都市

計画決定がされた後に対象となりま

すが、事業認可後、都市計画法第 66

条による事業の公告の日から起算し

て 10日を経過した後は、都市計画法

第 67 条の土地建物等の先買いの対

象となります。 

 なお、都市計画法第 66条では、事

業認可の告示後に、住民の財産に対

する制限等について周知等を行うこ
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いただきますよう強く要望致しま

す。 

このまま地権者、地域住民の意向

を尊重せずに進めてしまって、後で

地権者、地域住民に不利益が降りか

かることになったりしたら、それこ

そ人々の命を守る公園という理念

が、本末転倒になりかねない危険性

をはらんでいると思います。 

 

⑥４月 16 日の説明会では、災害が

起こった場合に人々が避難する場

所は学校等であり、すでに充分に足

りているので、この公園は緊急支援

物資の搬入や仕分けをする為の場

所だという説明が厚木市からあり

ました。幸いにも、この地域の学校、

公民館等は国道 129 号線沿いに点

在しており、さらに近年、猿ヶ島か

ら金田方面にわたり物流施設が充

実してきておりますので、緊急時の

物資の輸送等は近隣の民間会社に

協力を要請することも可能なので

はないかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦私としては、地域住民の避難場所

にならない公園の必要性は全く感

ととなっておりますので、制限等に

ついては、改めて説明いたします。 

今後におきましても、皆様のご理

解を得られるよう、丁寧な説明を心

掛けてまいります。 

 

 

 

 

 

⑥公園については、都市公園法施行

令において、市町村区域内に対して

一人あたり 10 平方メートル以上が

整備水準となっておりますが、令和

７年５月１日現在、厚木市全体では

一人あたり 9.42平方メートル、依知

地区においては、一人あたり 1.24平

方メートルと低い水準となってお

り、市民の憩い、安らぎの場及びレク

リエーションの拠点として、依知地

区に公園を整備する必要があり、ま

た厚木市地域防災計画等において、

市域北部には防災機能を備えた公園

整備が必要と位置付けられていま

す。 

計画地は、高台で洪水や液状化の

危険性がなく、第一次緊急輸送道路

である国道 129 号にも面しているこ

とから公園計画を進めてまいりまし

た。 

災害時の物資供給・集積拠点とし

て整備することで、依知地区はもち

ろんのこと厚木市全域の防災機能の

更なる向上に努めてまいります。 

 

 

⑦農業につきましては、持続可能な

都市農業の振興を目指しており、農
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じず、むしろ食料自給率 30％台の

日本にとって、畑は大変貴重なもの

であり、一度潰したら、元の状態戻

すことは極めて困難であることか

ら、市街化調整区域の畑で残すこと

を強く希望致します。 

もしも、災害が起こり、近隣の学

校等に避難することがあったとし

ても、安全な食糧が身近に豊富にあ

るということは、防災の面において

も、極めて重要で、必要不可欠な要

素と確信しております。また、海老

名市のいちごやカーネーション栽

培、座間市のひまわり畑のように、

この地域特産の農業に力を入れる

ことにより、地域経済の発展にも寄

与することが出来るのではないか

と思います。 

素晴らしい自然環境は、地域の宝

そのものです。長い先の未来の為、

拙速に話を進めることはせずに、今

現在、地権者、地域住民の理解と賛

同が得られていない計画は見直し

ていただきますよう切に要望致し

ます。 

何とぞ、厚木市長はじめ、副市長、

市職員、市議会議員の皆々様のご英

断を切にお願い申し上げる次第で

す。 

業振興地域整備計画に基づき農地の

保全を行っていますが、いつ発生し

てもおかしくない災害に対応するた

め、防災機能を備えた公園を一日で

も早く整備することが重要と考え、

計画地は、高台で洪水や液状化の危

険性がなく、第一次緊急輸送道路で

ある国道 129 号にも面していること

から公園計画地として選定したとこ

ろです。 

また、市民の皆様への食の安定供

給の確保と持続的な農業振興を図る

ため、現在、消費者と近いという都市

農業の利点を活かした、地産地消の

積極的な推進、先端的な技術等を活

用した生産性の向上のための支援、

農産物の付加価値(ブランド化)向上

の取組、担い手への農地の集積集約

化、多様な農業者の確保・育成等に取

り組んでおります。 
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※こちらに記載が無い意見（Ｈ氏①）は、その他の意見として資料１に市の考え方を

回答しています。 

意見者 意見の内容 市の考え方 

Ｈ氏  意見書の提出忘れていて申しわ

けありませんでした。 

都市計画すばらしい案だと思いま

す。自分の畑が公園の一部になる事

はすごくうれしく思います。 

 

②それから山際交差点にあるコン

ビニの利用率を考慮して、今のまま

交流ゾーンに残してはどうでしょ

うか。 

 

③緑のふれあいゾーンの中に今植

わっている木々を利用していただ

けないでしょうか。私の畑の近くの

畑には、昔から「ニッキの木」正式

名はわかりませんが、地主さんがた

いせつにしていた木があります。 

 

④とにかく、スピードアップして早

く工事を進めてほしいと思います。

畑道を通る人達は、そろって公園の

完成時には「自分達はもういない」

と言います。 

工事着工まで畑を荒らしておくの

は非常に残念ですし、来年の３月ご

ろの許可を待つのもいらいらしま

す。ここまで計画してあるのですか

ら邪魔な木々を伐採したりできる

ものは、どんどん進めて行ってほし

いです。 

 

 

 

 

 

 

②公園の設計において、売店などの

設置についても検討してまいりま

す。 

 

 

③今後、現地を確認の上検討してま

いります。 

 

 

 

 

 

④市民の皆様の憩いの場であり、防

災機能を備えた公園となりますの

で、いつ発生してもおかしくない災

害に対応するため、市民の皆様の安

心・安全につなげられるよう、丁寧な

説明を心掛けながら、早期に公園の

供用開始ができますよう取り組んで

まいります。 

 

 

 

 



16 

 

 

意見者 意見の内容 市の考え方 

Ｉ氏  土地の用途変更により、当社の営

業活動に支障をきたす恐れが有り

ます。計画の見直しを強く要望しま

す。地権者や地域住民の意見聴取や

公正公平で民主的な話し合いが出

来る場を設けて頂きたいと思いま

す。 

 北部地区公園の都市計画案に強

く反対致します。 

公園については、都市公園法施行

令において、市町村区域内に対して

一人あたり 10 平方メートル以上が

整備水準となっておりますが、令和

７年５月１日現在、厚木市全体では

一人あたり 9.42平方メートル、依知

地区においては、一人あたり 1.24平

方メートルと低い水準となってお

り、市民の憩い、安らぎの場及びレク

リエーションの拠点として、依知地

区に公園を整備する必要があり、ま

た厚木市地域防災計画等において、

市域北部には防災機能を備えた公園

整備が必要と位置付けられていま

す。 

計画地は、高台で洪水や液状化の

危険性がなく、第一次緊急輸送道路

である国道 129 号にも面しているこ

とから公園計画を進めてまいりまし

た。 

災害時の物資供給・集積拠点とし

て整備することで、依知地区はもち

ろんのこと厚木市全域の防災機能の

更なる向上に努めてまいります。 

今後におきましても、皆様のご理

解を得られるよう、丁寧な説明を心

掛けてまいります。 
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※こちらに記載が無い意見（Ｊ氏③、⑤、⑥、⑦、⑩及び⑪）は、その他の意見とし

て資料１に市の考え方を回答しています。 

意見者 意見の内容 市の考え方 

Ｊ氏 この度は、公園の意見書を提出す

る機会を与えてくださり、誠にあり

がとうございます。  

  

①「（仮称）北部地区公園の都市計

画素案」に関してですが、まだまだ

地権者への情報発信が不足してい

ること、実際には地権者・地域住民

の理解と承諾が得られていないよ

うに感じる事、さらに都市計画決定

により、法律の強制力が発生してし

まうこと、また、公園に隣接する地

域が、工業用地になる可能性がある

ことから、防災機能を備えた広域避

難場所をカバーする公園という理

念と矛盾を生じてしまう可能性が

あること等を鑑み、都市計画決定は

拙速すぎると思いますので、今回の

「(仮称)北部地区公園の都市計画

素案」についての都市計画決定につ

いては、見直してくださいますよう

強くお願い申し上げます。私は、今

回の都市計画決定について、反対致

します。  

  

 

 

 

 

 

 

 

②今年４月２３日の朝早くに、自宅

に電話がかかり、市の方から「あな

たは、意見書を書く資格が無いので

 

 

 

 

①公園については、都市公園法施行

令において、市町村区域内に対して

一人あたり 10 平方メートル以上が

整備水準となっておりますが、令和

７年５月１日現在、厚木市全体では

一人あたり 9.42平方メートル、依知

地区においては、一人あたり 1.24平

方メートルと低い水準となってお

り、市民の憩い、安らぎの場及びレク

リエーションの拠点として、依知地

区に公園を整備する必要があり、ま

た厚木市地域防災計画等において、

市域北部には防災機能を備えた公園

整備が必要と位置付けられていま

す。 

計画地は、高台で洪水や液状化の

危険性がなく、第一次緊急輸送道路

である国道 129 号にも面しているこ

とから公園計画を進めてまいりまし

た。 

災害時の物資供給・集積拠点とし

て整備することで、依知地区はもち

ろんのこと厚木市全域の防災機能の

更なる向上に努めてまいります。 

今後におきましても、皆様のご理解

を得られるよう、丁寧な説明を心掛

けてまいります。 

 

②意見書を提出できる方について、

誤ったご案内を申し上げたことにつ

きまして、お詫び申し上げます。 
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お知らせします。」と丁寧な説明を

いただきました。その時点では、意

見書を提出していたわけではなく、

意見書についての問い合わせをし

ていたわけでもなかった為、その時

に理由を伺ってはいたのですが、突

然の電話で、朝忙しくしていたこと

もあり、条文を読み上げてくださっ

たのですが、私が全く理解が出来な

い状況でした。それなので、後日改

めて問い合わせをしたところ、厚木

市の住みよいまちづくり条例につ

いて、解釈を間違えていて、説明会

の資料に誤りがあったと訂正のお

電話と文書をいただくことになり

ました。  

今回本当に感謝しているのです

が、過去からの過程でも、様々な行

き違いが有るようなので、今回この

ように意見をお伝え出来る機会を

いただきましたので、お知らせ申し

上げます。  

 

④私は、元々土地区画整理事業で公

園を作るという計画も知りません

でした。平成２１年から２３年当時

は、厚木市が１０ヘクタール以上の

防災公園を作るというお話だった

と記憶しています。  

 

 

 

 

 

 

⑧この説明会でも、地権者の方が計

画について納得をされていないよ

うに感じました。土地に杭を打たれ

 今後、このようなことがないよう

に十分留意してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④平成 16 年３月に策定した厚木市

緑の基本計画では中津川右岸沿いに

約 10ヘクタールの（仮称）北部地区

総合公園を位置付けましたが、平成

22年度作成した厚木市洪水ハザード

マップにおいて浸水想定区域となっ

たことから、公園の位置や規模を見

直し、平成 29 年 10 月に改定した厚

木市緑の基本計画では現在の位置及

び規模の（仮称）北部地区公園として

位置付けられています。 

 

⑧今後の予定につきましては、令和

８年度より用地買収を行っていき令

和 11 年度から公園及び道路の整備
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ている地権者の方々も、今後の予定

について認識をされていないよう

に感じましたし、公園についても、

緊急時に、人の避難場所になるの

か、物資の搬入場所になるのかよく

決まっていないように感じました。

周辺の学校等に滞在型の避難場所

は充分確保されているという説明

がありましたので、炊き出しの対象

者は誰になるのか、仮設住宅の建設

場所の確保はあるのか等、様々な疑

問点が噴出したように感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

⑨まだまだ検討することや地権者・

地域住民の理解や承認が必要なよ

うに強く感じたのですが、公園の資

料を見ると、第５３条による効力と

か、第６５条による効力との記載が

あり、説明会ではこのことについて

特に説明は行われなかったように

感じました。このような状況で、地

権者の土地に対して強制力が発生

する都市計画決定をするというの

は、将来、深刻な問題が発生するの

ではないかと危惧しました。  

 

 

 

 

 

 

 

に着手し令和 15 年度の開園を目指

しております。 

また用地の交渉につきましては、

個別に対応させていただきますが、

災害時の利用を検討している公園の

ため、防災施設の整備予定地から用

地の取得、整備を行っていくことを

検討しております。 

本公園は災害時の物資供給・集積

拠点として整備することで、依知地

区はもちろんのこと厚木市全域の防

災機能の更なる向上に努めてまいり

ます。 

公園の詳細につきましては、皆様

の意見を伺いながら設計を進め、ま

た、説明会等を行わせていただく予

定です。 

 

 

⑨市計画法第 53 条の説明について

は説明がございませんでした。お詫

びし、詳述いたします。 

(仮称)北部地区公園の計画地につ

いては、市街化調整区域であるため、

原則として建物の建築が制限される

区域であり、開発許可の基準に適合

した建物しか建築することができま

せん。 

この制限において、都市計画法第

53条は、都市計画施設（公園など）

の区域内における建築物の建築に一

定の制限を設け、将来の事業の円滑

な施行を確保することを目的として

おり、その区域内で建築物の建築を

する場合は市長の許可を受けなけれ

ばならないとされております。 

 本市では、「厚木市都市計画法第 53

条許可取扱基準」を設置しており、階
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⑫また、以前個人的に質問させてい

ただいた時に、公園の土地の残地補

償はしないと市の方から回答をい

ただきましたので、そのことも地権

者が将来、混乱することはないのか

ということも大変心配になりまし

た。  

このように、地権者への情報の不

数が３階以下で、かつ、地階を有しな

いこと（地階における附属建築物の

自動車車庫のための施設で、取扱基

準で定める要件に該当するものにつ

いては、この限りではない。）や、主

要構造部（建築基準法第２条第５号

に定める主要構造部をいう。）が、木

造、鉄骨造、コンクリートブロック

造、その他これらに類する構造であ

ることとし、かつ、容易に移転し、又

は除却することができるものである

ことを許可基準としております。 

(仮称)北部地区公園の事業につい

ては、都市計画決定がされた後、事業

認可を申請し、認可後に用地を取得

していくことになりますが、都市計

画決定から事業認可までの期間が短

いと予測されることや、第 65条の規

制は、第 53条よりも厳しい規制とな

ることから、第 65条を中心に説明し

ました。 

 なお、都市計画法第 66条では、事

業認可の告示後に、住民の財産に対

する制限等について周知等を行うこ

ととなっておりますので、制限等に

ついては、改めて説明いたします。 

今後におきましても、土地所有者の

方のご理解を得られるよう、丁寧な

説明を心掛けてまいります。 

 

⑫用地の買収については、残地も含

め個別にご相談させていただき対応

を検討してまいります。 

 

 

 

 

 



21 

 

足と誤発信、地権者・地域住民の理

解や合意の不足、計画についても不

明確な部分が多数あるようですの

で、今回の「(仮称)北部地区公園の

都市計画の素案」についての都市計

画決定については、是非とも見直し

てくださいますよう強くお願い申

し上げます。地権者、地域住民に将

来的に不利益が降りかかることが

ありませんように、くれぐれも慎重

にご判断くださいますよう重ねて

お願い申し上げます。  

この度は、ご配慮いただき、誠に

ありがとうございました。 

 

 

 


